
（
売

払
い
）

第
4
6
条

農
林

水
産

大
臣
は
、

前
条
第

１
項
の

規
定

に
よ

り
管

理
す

る
農

地
及

び
採

草
放

牧
地

に
つ

い
て

、
農
林

水
産

省
令
で

定
め
る

と
こ
ろ

に
よ

り
、

そ
の
農

地
又

は
採

草
放

牧
地

の
取
得

後
に

お
い

て
耕

作
又

は
養

畜
の

事
業

に
供

す
べ

き
農

地
又

は
採
草

放
牧
地

の
全
て

を
効

率
的
に

利
用

し
て

耕
作

又
は
養

畜
の

事
業

を
行

う
と
認

め
ら

れ
る

者
、

農
地

中
間

管
理

機
構

そ
の

他
の
農

林
水

産
省

令
で

定
め
る

者
に
売

り
払

う
も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、
次
条
の
規
定
に
よ
り
売
り
払
う

場
合
は
、

こ
の

限
り

で
な
い

。

○
農

地
法
（

昭
和
27

年
法
律

第
2
29
号

）

（
売

払
い
の

相
手
方
）

第
9
5
条

法
第

4
6
条

第
１
項
の

農
林
水

産
省
令

で
定

め
る

者
は

、
次

に
掲

げ
る

者
（

そ
の

者
に

よ
る

農
地

に
つ
い

て
の

権
利
の

取
得
が

法
第
３

条
第

２
項

の
規

定
に
よ
り
同
条
第
１
項
の
許
可

を
す

る
こ
と
が

で
き

な
い

場
合
に

該
当
し
な

い
者

に
限

る
。
）

と
す
る
。

一
当

該
売

払
対
象

と
な

る
農

地
又

は
採
草

放
牧

地
を

取
得

し
て

当
該

農
地

又
は

採
草

放
牧

地
に

つ
い

て
耕
作

又
は
養

畜
の
事

業
を

行
う
こ

と
が

認
め

ら
れ
る
者

○
農

地
法

施
行

規
則

（
昭

和
27
年

農
林
省

令
第
7
9号

）

（
参

考
条
文

）
国
有
農
地
等
に
お
け
る
売
払

い
要

件
の

根
拠
条
文

○
旧

農
地

法
（

昭
和

27
年

政
令

第
22
9
号

・
平

成
2
1年

改
正

農
地

法
附

則
第
８

条
）

（
買

収
し
た

土
地
等
の
管
理
及
び
売
払
い
に
関
す

る
経
過
措

置
）

第
８

条
こ

の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
農
地
法

第
7
8条

第
１

項
の
規

定
に
よ

り
農
林
水

産
大

臣
が

管
理
し

て
い
る
土
地
等
（
附
則
第
３
条
の
規

定
に

よ
り
な

お
従
前
の
例
に
よ
り
こ
の
法
律
の
施

行
後
に
買

収
し

た
土

地
等
及

び
附
則
第

６
条

第
３

項
の
規

定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

る
こ

と
と
さ

れ
る
旧
農
地
法
第
7
2
条
の
規
定
に
よ

り
こ
の
法

律
の

施
行

後
に
買

収
し
た
土

地
等

を
含

む
。
）
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例

に
よ
る

。
２

前
項

の
規

定
に

よ
り
な
お

従
前
の

例
に
よ

り
管

理
す

る
土

地
等

に
つ

い
て

は
、

附
則

第
５

条
の

規
定

に
よ
り

な
お

従
前
の

例
に
よ

り
売
り

渡
す

場
合

又
は

第
四

項
の

規
定

に
よ

り
な

お
そ

の
効

力
を

有
す

る
も

の
と

さ
れ

る
旧

農
地

法
第

8
0
条

の
規

定
に

よ
り

売
り

払
い

、
若

し
く

は
そ

の
所

管
換

若
し

く
は
所
属
替
を
す
る
場
合
を
除
き
、

新
農
地
法
第

4
6
条
の

規
定
の

例
に
よ
り

売
り

払
う

も
の
と

す
る
。

６

6



○
自

作
農
財

産
に
係

る
取

得
時
効

の
取
扱

い
に

つ
い
て

（
S5

1.
9
.3
0

5
1構

改
B
第

10
58
号

農
林
水

産
省

構
造

改
善

局
長

通
知

）

第
２

処
理
手
続

１
申
出
書

自
作
農
財

産
に

つ
い
て

時
効

取
得

を
主

張
す

る
者
（
以
下
「
申
出
者
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
別
紙
第
１
号
様
式
に
よ
る
国
有
財

産
時
効
取
得

確
認

申
出

書
（
以

下
「

申
出

書
」
と
い
う
｡)
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
そ
れ
ぞ
れ
必
要
な
も
の
を
添
付
し
て
提
出
さ

せ
る
も
の
と
す
る
。

(
1
)

申
出

に
係

る
自
作

農
財

産
（

以
下

「
申
出
物
件
」
と
い
う
。
）
の
不
動
産
登
記
簿
謄
本

(
2
)

申
出

物
件

（
周
辺

を
含

む
。

）
に

係
る
旧
土
地
台
帳
付
属
地
図
又
は
不
動
産
登
記
法
（
平
成
１
６
年
法
律
第
１
２
３
号
）
第
１
４
条
に

定
め
る
地
図
の
写
し

(
3
)

申
出

者
に

係
る
住

民
票

の
写

し
(
4
)

申
出

物
件

上
に
建

物
が

あ
る

と
き

は
、
当
該
建
物
に
係
る
不
動
産
登
記
簿
謄
本

(
5
)

前
主

の
占

有
を
承

継
し

て
い

る
も

の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
証
す
る
戸
籍
謄
本
又
は
契
約
書
の
写
し
等

(
6
)

申
出

物
件

の
実
測

図
（

現
況

が
現

地
に
お
い
て
確
認
で
き
な
い
場
合
等
実
測
が
で
き
な
い
場
合
で
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
２
６
年
法
律

第
１
８

０
号

）
に

基
づ

く
地
籍

調
査

が
実
施
さ

れ
て
い
る
場
合
に
は
地
籍
図
に
よ
る
求
積
図
、
地
籍
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に

は
、
土

地
台

帳
付

属
地

図
又
は

不
動

産
登
記
法

第
１
４
条
に
定
め
る
地
図
に
よ
る
求
積
図
）

(
7
)

隣
接

地
主

の
所
有

地
で

な
い

こ
と

及
び
境
界
に
つ
い
て
隣
接
地
主
の
異
存
が
な
い
こ
と
を
証

す
る
書
面

(
8
)

そ
の

他
申

出
物
件

に
係

る
占

有
並

び
に
利
用
状
況
を
証
す
る
資
料

○
自

作
農

財
産

紛
争

処
理

等
連
絡

協
議
会

の
設

置
運
営

に
つ
い

て
（

S5
1.
9
.1

51
構

改
Ｂ

第
10
5
8号

農
林
水

産
省

構
造

改
善

局
長

通
知

）

(
事

前
打
合

せ
)

第
６

条
都

道
府

県
の

委
員

は
、

協
議

会
に

議
案

を
付

議
し

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
当

該
議

案
に

係
る

自
作

農
財

産
等

の
所

在
地

を
管

轄
す

る
法

務
局
(
管

轄
す
る
地
方
法
務
局
が
な
い
場
合

に
限
る
。

)
又

は
地

方
法
務

局
の
委
員

と
打

合
せ

を
行
う
も
の
と
す
る

。
２

都
道

府
県

の
委

員
は

、
前

項
の

打
合

せ
を

了
し

た
議

案
に

つ
い

て
、

次
の

事
項

を
記

載
し

た
書

類
に

関
係

登
記

簿
の

謄
本

、
公

図
の

写
し

等
関

係
の

資
料
を
添
付
し
て
地
方
農
政
局

経
営

・
事
業
支

援
部

長
等

に
送
付

す
る
も
の

と
す

る
。

①
事
案

の
概
要
及
び
折
衝
の
経
緯

②
処
理

方
針
案

③
そ
の

他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
参

考
条
文

）
「
自
作
農
財
産
紛
争
処
理
等

連
絡

協
議

会
と
取
得

時
効

」
関

連

７
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法
務
省
民
事
局
資
料
（
管
理
番
号
２
５
・
関
係
府
省
第
２
次
ヒ
ア
リ
ン
グ
）

自
作
農
創
設
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
農

地
買
収
に
関
す
る
欄
外
登
記
の
看
過
に

よ
り
発
生
し
た
二
重
登
記
事
案
に
お
け

る
事
務
処
理
の
簡
素
化
に
つ
い
て

令
和
２
年
１
０
月
１
９
日
法
務
省
民
事
局

8
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御
提
案
の
内
容

検
討
の
方
向
性

法
務
省
民
事
局
資
料
（
管
理
番
号
２
５
・
関
係
府
省
第
２
次
ヒ
ア
リ
ン
グ
）

検
討
の
ポ
イ
ン
ト

時
効
取
得
の

申
立
て

旧
所
有
者
等

事
前
打
合
せ

県
・
法
務
局

協
議
会
の

開
催
決
定

農
政
局

時
効
取
得
の

成
立
を
否
定

旧
所
有
者
等
に
対
し

て
登
記
の
抹
消
に
同

意
す
る
よ
う
依
頼

県
協
議
会

登
記
官
に
よ
る

職
権
消
除
を
要
望

旧
所
有
者
等
が
同
意
せ
ず

対
応
に
苦
慮
す
る
の
で
は
な
い
か
？

①
地
方
農
政
局
，
法
務
局
及
び
都
道
府
県
の
３
者
に
よ
る
事
前
調
整
の
仕
組
み

②
協
議
会
に
提
出
す
る
書
類
の
明
確
化

③
協
議
会
の
開
催
手
続
の
改
善

協
議
会
に
よ
る
円
滑
な
処
理
の
促
進

旧
所
有
者
等
に
所
有
権
を
主
張
す
る
意
思
あ
り

→
所
有
権
の
帰
属
に
争
い
が
あ
る
。

協
議
会
に
お
け
る
時
効
取
得
事
案
の
処
理
促
進
策
案
(検
討
中
)

旧
所
有
者
等

に
対
し
て

買
受
勧
奨

県

時
効
取
得
の

成
立
を
否
定

協
議
会

い
わ
ゆ
る
二
重
登
記
で
も
当
然
無
効
の
も
の
で
は
な

く
，
そ
れ
が
登
記
名
義
人
を
異
に
す
る
場
合
，
い
ず

れ
の
登
記
が
有
効
で
あ
る
か
は
，
も
っ
ぱ
ら
実
体
法

上
い
ず
れ
の
登
記
名
義
人
が
真
の
権
利
者
で
あ
る
か

に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。

最
判
昭
和
3
7
年
１
月
2
3
日
民
集
第
1
6
巻
第
１
号
1
1
0
頁

協
議
会
に
は
，
そ
の
所
有
権
の
主
体
が
国
で
あ

る
こ
と
を
法
的
に
結
論
づ
け
る
権
限
は
な
い
。

同
意
書
の
取
得
は
困
難
で
あ
り
，

そ
の
解
決
に
当
た
っ
て
は
，

裁
判
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

協
議
会
に
お
け
る
手
続
に
訴
訟
と
同
様
の
手
続
保
障
や
法
的
な
効

力
が
認
め
ら
れ
な
い
以
上
，
登
記
官
の
職
権
に
お
い
て
旧
占
有
者

等
の
登
記
上
の
利
益
を
奪
う
こ
と
と
な
る
制
度
の
創
設
は
困
難

・
登
記
簿
の
電
子
化
作
業
（
平
成
２
０
年
に
完
了
）
前
に
発
生
し
た
も
の

で
あ
り
，
そ
の
多
く
は
時
効
取
得
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
が
高
い
（
時

効
取
得
の
否
定
実
例
は
提
案
団
体
に
お
い
て
も
な
い
と
の
こ
と
）

→
現
在
の
処
理
の
流
れ
を
改
善
す
る
こ
と
で
そ
の
多
く
に
対

応
可
能

⇒
都
道
府
県
に
お
い
て
登
記
の
抹
消
の
同
意
を
得
る
よ
う
尽
力

す
る
必
要
は
な
い
も
の
と
整
理

（
国
が
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
で
解
決
）

○
買
受
勧
奨
に
応
じ
ず
，
時
効
取
得
が
認
め
ら
れ
な
い
案
件
が
生
じ
た
場
合

○
本
件
二
重
登
記
の
事
案

法
務
局
が
都
道
府
県
に
二
重
登
記
の
解
消
作
業
を
強
制
し
て
い
る
と
い
う
誤
解

→
法
務
局
か
ら
の
連
絡
文
書
の
表
現
の
見
直
し

→
法
務
局
に
お
い
て
も
，
一
般
の
相
談
者
に
対
し
て
，
国
か
ら
の
買
受

手
続
の
御
案
内
や
協
議
会
へ
の
取
得
時
効
の
申
出
等
の
制
度
に
つ
い
て

御
案
内

買
受
勧
奨
や
協
議
会
に
よ
る
処
理
へ
の
誘
導

(拒
否
)

9



○
参
照
条
文

自
作
農
創
設
特
別
措
置
法
（
昭
和
２
１
年
法
律
第
４
３
号
）
（
抄
）

第
三
条
左
に
掲
げ
る
農
地
は
、
政
府
が
、
こ
れ
を
買
収
す
る
。

一
～
三
（
略
）

２
～
６
（
略
）

自
作
農
創
設
特
別
措
置
登
記
令
（
昭
和
２
２
年
勅
令
第
７
９
号
）
（
抄
）

第
十
条
登
記
官
吏
は
、
第
五
条
の
登
記
の
嘱
託
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
第
二
条
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る

綴
込
帳
に
受
付
番
号
の
順
序
に
従
い
、
こ
れ
を
編
綴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
嘱
託
書
が
編
綴
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
綴
込
帳
は
、
こ
れ
を
登
記
簿
の
一
部
と
み
な
し
、
そ
の
嘱
託

書
に
よ
り
登
記
の
嘱
託
の
あ
つ
た
登
記
事
項
及
び
当
該
嘱
託
書
の
予
備
欄
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
編
綴
の
時
に
そ

の
登
記
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
登
記
の
前
後
は
、
嘱
託
書
の
記
載
の
順
序
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３
登
記
官
吏
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
嘱
託
書
を
編
綴
し
た
と
き
は
、
嘱
託
書
の
登
記
簿
の
冊
数
及
び
登
記
番
号
欄
に
当

該
不
動
産
の
登
記
用
紙
を
編
綴
し
た
登
記
簿
の
冊
数
及
び
登
記
番
号
を
、
嘱
託
書
の
順
位
番
号
欄
に
当
該
登
記
簿
に
お
け
る
登

記
の
順
序
を
追
つ
て
新
し
い
順
位
番
号
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

自
作
農
創
設
特
別
措
置
登
記
令
施
行
細
則
（
昭
和
２
２
年
司
法
省
令
第
２
３
号
）
（
抄
）

第
四
条
登
記
官
吏
は
、
自
作
農
創
設
特
別
措
置
登
記
令
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
記
の
嘱
託
書
を
綴
込
帳
に
編
綴
し

た
と
き
は
、
当
該
不
動
産
の
登
記
用
紙
中
表
題
部
欄
外
に
、
自
作
農
創
設
特
別
措
置
法
に
よ
る
買
収
の
あ
つ
た
旨
並
び
に
そ
の

買
収
に
因
る
権
利
の
取
得
の
登
記
の
嘱
託
書
が
編
綴
さ
れ
た
綴
込
帳
の
冊
数
及
び
丁
数
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
務
省
民
事
局
資
料
（
管
理
番
号
２
５
・
関
係
府
省
第
２
次
ヒ
ア
リ
ン
グ
）

10



法
務
省
民
事
局
資
料
（
管
理
番
号
２
４
７
・
関
係
府
省
第
２
次
ヒ
ア
リ
ン
グ
）

不
動
産
移
転

登
記

等
に

係
る
登
録
免

許
税
の
算
定

の
際

，
電

子
で
の
評
価

額
を
利
用
す

る
御

提
案

に
つ
い
て

令
和
２
年
１
０
月
１
９

日
法
務
省
民
事
局

11

重点番号33：不動産の移転登記等に係る登録免許税の計算における評価額の電子情報の活用（法務省）



当
省
の
し
た
一
次
回
答
の
内
容

検
討
の
方
向
性

法
務
省
民
事
局
資
料
（
管
理
番
号
２
４
７
・
関
係
府
省
第
２
次
ヒ
ア
リ
ン
グ
）

一
次
回
答
を
踏
ま
え
た
提
案
団
体
か
ら
の
御
見
解
等

各
地
方
法
務
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
，
電
話
・
窓
口
の
問

合
せ
に
対
し
て
，
市
町
村
で
の
固
定
資
産
評
価
証
明
書
の

取
得
で
は
な
く
，
固
定
資
産
税
課
税
明
細
書
等
に
記
載
さ

れ
て
い
る
評
価
額
に
て
登
録
免
許
税
額
を
算
定
で
き
る
こ

と
を
案
内
す
べ
き
で
あ
る
。

登
記
分
野
に
お
い
て
，
固
定
資
産
評
価
証
明
書
の
取
得
・
提
出
の
慣
行
を
な
く

す
観
点
か
ら
，
行
政
機
関
間
に
お
け
る
土
地
情
報
連
携
の
高
度
化
の
取
組
等

も
踏
ま
え
，
市
町
村
か
ら
登
記
所
へ
の
評
価
額
通
知
の
オ
ン
ラ
イ
ン
提
供
の
拡

大
推
進
，
登
記
手
続
等
に
お
け
る
固
定
資
産
税
課
税
明
細
書
の
活
用
な
ど
の

方
策
に
よ
り
，
申
請
人
や
市
町
村
の
負
担
を
軽
減
で
き
な
い
か
を
引
き
続
き
関

係
府
省
と
検
討
す
る
。

市
町
村
か
ら
登
記
所
へ
の
評
価
額
通
知
の
オ
ン
ラ

イ
ン
提
供
の
拡
大
推
進
と
併
せ
て
，
評
価
額
情
報

が
電
子
デ
ー
タ
で
提
供
さ
れ
た
場
合
に
は
，
固
定

資
産
評
価
証
明
書
や
固
定
資
産
税
課
税
明
細
書
の

添
付
を
求
め
る
運
用
を
改
め
る
べ
き
で
あ
る
。

中
長
期
的
な
課
題

短
期
的
に
も

固
定
資
産
評
価
額
の
証
明
書
の
取
得
・
提

出
の
慣
行
を
な
く
す
観
点
か
ら
、
2
0
2
0
年

1
月
よ
り
開
始
し
た
市
町
村
か
ら
法
務
局

へ
の
評
価
額
通
知
の
オ
ン
ラ
イ
ン
提
供
の

拡
大
推
進
、
登
記
手
続
等
に
お
け
る
固
定

資
産
税
課
税
明
細
書
の
活
用
な
ど
の
方
策

を
2
0
2
0
年
度
中
に
検
討
す
る
。

成
長
戦
略
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

登
記
官
が
登
記
手
続
に
お
い
て
不
動
産
の
価
格
を
確
認
す
る
た
め
の
書

類
に
つ
き
，
申
請
人
や
市
町
村
の
負
担
を
軽
減
す
る
観
点
か
ら
，
固
定

資
産
課
税
明
細
書
の
活
用
が
図
ら
れ
る
よ
う
，
一
般
の
利
用
者
や
司
法

書
士
等
を
対
象
に
，
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
け
る
案
内
を
含
め
て
幅
広
く

周
知
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

※
な
お
，
中
長
期
的
な
課
題
に
つ
い
て
は
，
「
事
業
環
境
改
善
の
た
め
の
関
係
府
省

庁
連
絡
会
議
」
(
事
務
局
：
内
閣
官
房
日
本
経
済
再
生
総
合
事
務
局
)
等
の
会
議
体
に

お
け
る
市
町
村
か
ら
登
記
所
へ
の
評
価
額
通
知
の
オ
ン
ラ
イ
ン
提
供
の
拡
大
推
進
の

取
組
の
状
況
を
踏
ま
え
て
，
検
討
し
た
い
。
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○
参

照
条

文

登
録

免
許
税
法
（
昭
和
４
２
年
法
律

第
３
５

号
）

（
抄

）

（
不

動
産
等
の
価
額
）

第
十

条
別
表
第
一
第
一
号
、
第

二
号
、
第

四
号

又
は

第
四
号
の

二
に

掲
げ

る
不
動
産
、
船
舶
、
ダ
ム
使
用
権
又
は
公
共
施
設

等
運

営
権
の
登
記
又
は
登
録
の
場
合

に
お
け

る
課

税
標

準
た
る
不

動
産

、
船

舶
、
ダ
ム
使
用
権
又
は
公
共
施
設
等
運
営
権
（
以

下
こ

の
項
に
お
い
て
「
不
動
産
等

」
と
い
う

。
）

の
価

額
は
、
当

該
登

記
又

は
登
録
の
時
に
お
け
る
不
動
産
等
の
価
額
に
よ
る
。

こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
不
動
産

等
の
上

に
所

有
権

以
外
の
権

利
そ

の
他

処
分
の
制
限
が
存
す
る
と
き
は
、
当
該
権
利
そ
の

他
処

分
の
制
限
が
な
い
も
の
と
し
た

場
合
の

価
額

に
よ

る
。

２
～

３
（
略
）

（
納

付
の
確
認
）

第
二

十
五
条

登
記
機
関
は
、
登

記
等
を
す

る
と

き
（

第
二
十
四

条
第

一
項

の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
書
類
が
免
許
等

を
し

た
後
に
提
出
さ
れ
る
場
合
及

び
前
条
第

二
項

の
納

付
の
期
限

が
免

許
等

を
し
た
日
後
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
財
務
省

令
で

定
め
る
と
き
）
は
、
当
該
登

記
等
に
つ

き
課

さ
れ

る
べ
き
登

録
免

許
税

の
額
の
納
付
の
事
実
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
以
下
略
）

附
則

（
不

動
産
登
記
に
係
る
不
動
産
価
額

の
特
例

）
第

七
条

新
法
別
表
第
一
の
第
一

号
に
掲
げ

る
不

動
産

の
登
記
の

場
合

に
お

け
る
新
法
第
十
条
第
一
項
の
課
税
標
準
た
る
不
動

産
の

価
額
は
、
当
分
の
間
、
当
該

登
記
の
申

請
の

日
の

属
す
る
年

の
前

年
十

二
月
三
十
一
日
現
在
又
は
当
該
申
請
の
日
の
属
す

る
年

の
一
月
一
日
現
在
に
お
い
て

地
方
税
法

（
昭

和
二

十
五
年
法

律
第

二
百

二
十
六
号
）
第
三
百
四
十
一
条
第
九
号
（
固
定
資

産
税

に
関
す
る
用
語
の
意
義
）
に

掲
げ
る
固

定
資

産
課

税
台
帳
に

登
録

さ
れ

た
当
該
不
動
産
の
価
格
を
基
礎
と
し
て
政
令
で
定

め
る

価
額
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る

。

法
務
省
民
事
局
資
料
（
管
理
番
号
２
４
７
・
関
係
府
省
第
２
次
ヒ
ア
リ
ン
グ
）
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○
参

照
条

文

登
録

免
許
税
法
施
行
令

（
昭
和
４
２

年
政
令

第
１

４
６

号
）

（
抄

）

附
則

３
法

附
則
第
七
条
に
規
定
す
る

政
令
で
定

め
る

価
額

は
、
地
方

税
法

（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
三
百
四

十
一

条
第
九
号
に
掲
げ
る
固
定
資
産

課
税
台

帳
（

以
下

「
課
税
台

帳
」

と
い

う
。
）
に
登
録
さ
れ
た
価
格
の
あ
る
不
動
産
に
つ

い
て

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当

該
不
動
産

の
登

記
の

申
請
の
日

の
属

す
る

日
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
金
額
に
相

当
す

る
価
額
と
し
、
課
税
台
帳
に

登
録
さ
れ

た
価

格
の

な
い
不
動

産
に

つ
い

て
は
、
当
該
不
動
産
の
登
記
の
申
請
の
日
に
お
い

て
当

該
不
動
産
に
類
似
す
る
不
動

産
で
課
税

台
帳

に
登

録
さ
れ
た

価
格

の
あ

る
も
の
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
申
請
の
日
の

区
分

に
応
じ
当
該
各
号
に
掲
げ
る

金
額
を
基

礎
と

し
て

当
該
登
記

に
係

る
登

記
機
関
が
認
定
し
た
価
額
と
す
る
。

一
登
記
の
申
請
の
日
が
そ
の

年
の
一
月

一
日

か
ら

三
月
三
十

一
日

ま
で

の
期
間
内
で
あ
る
も
の

そ
の
年
の
前
年
十
二
月

三
十
一
日
現
在
に
お
い
て
課

税
台
帳
に

登
録

さ
れ

た
当
該
不

動
産

の
価

格
に
百
分
の
百
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額

二
登
記
の
申
請
の
日
が
そ
の
年

の
四
月

一
日

か
ら

十
二
月
三

十
一

日
ま

で
の
期
間
内
で
あ
る
も
の

そ
の
年
の
一
月
一
日

現
在
に
お
い
て
課
税
台
帳
に
登

録
さ
れ

た
当

該
不

動
産
の
価

格
に

百
分

の
百
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額

地
方

税
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第

２
２
６
号

）
（

抄
）

（
土

地
又
は
家
屋
の
基
準
年
度
の

価
格
又
は

比
準

価
格

の
登
記
所

へ
の

通
知

）
第

四
百

二
十
二
条
の
三

市
町
村

長
は
、
第

四
百

十
条

第
一
項
、

第
四

百
十

七
条
、
第
四
百
十
九
条
第
二
項
又
は
第
四
百
三
十

五
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
、

土
地
及
び

家
屋

の
基

準
年
度
の

価
格

又
は

比
準
価
格
を
決
定
し
、
又
は
修
正
し
た
場
合
に
お

い
て

は
、
そ
の
基
準
年
度
の
価
格

又
は
比
準

価
格

を
、

遅
滞
な
く

、
当

該
決

定
又
は
修
正
に
係
る
土
地
又
は
家
屋
の
所
在
地
を

管
轄

す
る
登
記
所
に
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら

な
い

。

法
務
省
民
事
局
資
料
（
管
理
番
号
２
４
７
・
関
係
府
省
第
２
次
ヒ
ア
リ
ン
グ
）
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○
参

照
条

文

不
動

産
登
記
規
則
（
昭
和
４
２
年
法

律
第
３

５
号

）
（

抄
）

（
登

録
免
許
税
を
納
付
す
る
場
合
に

お
け
る

申
請

情
報

等
）

第
百

八
十
九
条

登
記
の
申
請
に

お
い
て
は

、
登

録
免

許
税
額
を

申
請

情
報

の
内
容
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い

て
、
登
録
免
許
税
法
別
表
第

一
第
一
号

（
一

）
か

ら
（
三
）

ま
で

、
（

五
）
か
ら
（
七
）
ま
で
、
（
十
）
、
（
十
一
）
及

び
（

十
二
）
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲

げ
る
登
記

に
つ

い
て

は
、
課
税

標
準

の
金

額
も
申
請
情
報
の
内
容
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～

７
（
略
）

（
課

税
標
準
の
認
定
）

第
百

九
十
条

登
記
官
は
、
申
請

情
報
の
内

容
と

さ
れ

た
課
税
標

準
の

金
額

を
相
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
申
請
人
に
対

し
、

登
記
官
が
認
定
し
た
課
税
標

準
の
金
額

を
適

宜
の

方
法
に
よ

り
告

知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
（

略
）

法
務
省
民
事
局
資
料
（
管
理
番
号
２
４
７
・
関
係
府
省
第
２
次
ヒ
ア
リ
ン
グ
）

○
参

考

成
長

戦
略
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
（
令
和

２
年
７

月
１

７
日

閣
議
決
定

）
（

抄
）

③
世

界
で
一
番
企
業
が
活
動
し
や

す
い
国
の

実
現

オ
）

不
動
産
関
連
情
報
・
サ
ー
ビ
ス

の
デ
ジ

タ
ル

化
固

定
資
産
評
価
額
の
証
明
書
の

取
得
・
提

出
の

慣
行

を
な
く
す

観
点

か
ら

、
20
20
年
1月

よ
り
開
始
し
た
市
町
村
か
ら
法
務

局
へ

の
評
価
額
通
知
の
オ
ン
ラ
イ

ン
提
供
の

拡
大

推
進

、
登
記
手

続
等

に
お

け
る
固
定
資
産
税
課
税
明
細
書
の
活
用
な
ど
の
方

策
を

20
2
0年

度
中
に
検
討
す
る
。
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住
民

異
動

届
の

受
理
に
際
し
、
過
去
に
届
出
者
の
挙
動
等
を
根
拠
と
し
て

当
該
届
出
を
拒
否
し
た
主
な
事
例

○
住
民
票
が
な
い
者

か
ら
住

民
登

録
し
た
い
旨
の
届

出
が

あ
り
、
届
出

事
項

に
つ
い
て
住

民
記

録
シ
ス
テ
ム
で
確

認
し
た

と
こ
ろ
、
当
該
届

出
に
記

載
さ
れ

た
住

所
は

、
過

去
に
、
居

住
の
事

実
が

な
い
こ
と
か

ら
職

権
で
消

除
さ
れ

た
住

所
と
同

一
で

あ
っ
た
た
め
、
実

態
調

査
等

を
行

っ
た
が
居
住

の
事
実

が
確
認

で
き
ず
、
届
出
の

受
理

を
拒

否
し
た
も
の

【
福
岡
県
の
自
治

体
】

○
代
理
人
に
よ
る
転

居
届

が
あ
り
、
添

付
さ
れ
た
委

任
状

に
記

載
さ
れ
た
異

動
者
本

人
（
外

国
人

）
の

漢
字

氏
名

に
つ
い
て

住
民
記
録
シ
ス
テ
ム
で
確

認
し
た
と
こ
ろ
、
当
該
漢

字
氏
名

が
一
致
し
な
い
こ
と
か
ら
聞

き
取

り
を
行

っ
た
が

本
人

確
認

が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
当

該
届

出
の

受
理

を
拒

否
し
た
も
の

【
熊
本
県
の
自
治
体
】

○
転
入
届
が
あ
り
、
住

所
に
つ
い
て
市

区
町

村
が
保

有
す
る
住
居

表
示
及
び
地
番
情

報
の

リ
ス
ト
を
確

認
し
た
と
こ
ろ
、
届

出
に
記

載
さ
れ
た
住

所
が

存
在

し
て
お
ら
ず
、
居
住
の

事
実
が

な
い
こ
と
を
確

認
し
た
た
め
、
当

該
届

出
の

受
理

を
拒

否
し
た

も
の

【
兵
庫
県
の

自
治

体
】

○
転
入
届
が
あ
っ
た
が

、
担

当
課

に
お
い
て
当
該
届

出
人
か

ら
の
届

出
に
つ
い
て
は

留
意

事
項

と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
職

員
が
認
識
し
て
い
た
こ
と
か

ら
、
聞

き
取

り
を
行

う
中

で
、
届
出

人
か
ら
本

人
確
認

書
類

等
が

提
示

さ
れ

ず
、
居

住
の

事
実

も
確
認
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
当

該
届

出
の

受
理

を
拒
否
し
た
も
の

【
埼
玉
県
の
自
治

体
】

○
過

去
に
代
理

人
と
し
て
虚

偽
の

転
入

届
を
行

っ
た
経
緯
が

あ
る
者
か

ら
、
別

人
の
代

理
人

と
し
て
転

入
届

が
提

出
さ
れ

た
が

、
職
員
が
当
該
者

を
記

憶
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
念
の
た
め
異

動
者
本

人
に
電
話

で
確
認

し
聞

き
取

り
を
行

っ
た
と
こ
ろ
、

転
出
証
明
書
に
記

載
さ
れ

て
い
る
事

項
以
外

の
情
報

に
つ
い
て
答
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
本

人
確

認
も
で
き
な
か

っ
た
た
め
、

当
該
届
出
の
受

理
を
拒

否
し
た
も
の

【
神
奈
川
県
の
自
治
体
】
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重点番号30：郵便局において取扱いが可能な事務の拡大（総務省）



印
鑑

登
録

証
明

事
務
に
お
い
て
、
窓

口
で

の
本
人
確
認
を
怠
っ
た
た
め
に

損
害
賠
償
責
任
を
負
っ
た
事
例

【
さ
い
た
ま
地

裁
（
平
成

30
年
９
月

28
日
判
決
）
】

＜
事
件
概
要
＞

さ
い
た
ま
市
が
本
人
確
認
を
怠
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
被
害
者
の
女
性
に
な
り
す
ま
し
た
者
が
印
鑑
登
録
を
変
更
。

当
該
な
り
す
ま
し
た
者
が
、
な
り
す
ま
し
に
よ
り
取
得
し
た
印
鑑
登
録
証
明
書
を
利
用
し
、
女
性
が
所
有
す
る
土
地

の
売
買
契
約
を
し
た
。
女
性
は
当
該
売
買
契
約
を
取
り
消
す
た
め
の
訴
訟
費
用
が
か
か
っ
た
な
ど
と
し
て
、
さ
い
た

ま
市
を
相
手
取
り
、
弁
護
士
費
用
な
ど
の
支
払
い
を
求
め
た
。

＜
判

決
概
要
＞

さ
い
た
ま
市

敗
訴

・
「
市
職
員
は
職
務
上
の
注
意
義
務
を
尽
く
し
た
と
は
い
え
ず
、
本
人
と
判
断
し
て
印
鑑
登
録
し
た
手
続
き
は
違
法
」

・
（
女
性
に
な
り
す
ま
し
た
他
人
が
申
請
書
に
記
載
し
た
住
所
と
運
転
免
許
証
の
住
所
が
異
な
っ
て
い
た
ほ
か
、

運
転

免
許
証
の
偽
造
を
検
知
す
る
装
置
で
不
可
判
定
が
出
た
こ
と
か
ら
、
）
「
市
の
担
当
職
員
は
申
請
者
が

本
人

で
あ
る
か
や
、
免
許
証
が
偽
造
さ
れ
た
可
能
性
を
疑
う
こ
と
が
で
き
た
」

・
（
生
年
月
日
や
干
支
な
ど
を
質
問
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
）
「
本
人
で
な
い
と
判
明
し
た
可
能
性
が
高
い
」

※
「
」
は
、
判
決
の
抜
粋
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sm

宅
地

建
物

取
引

業
法

及
び
積
立

式
宅
地
建
物

販
売

業
法

に
お
け
る
経

由
事

務
の
廃

止
に
つ
い
て

令
和

２
年

10
月

19
日

国
土

交
通

省
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重点番号23：宅地建物取引業法等に係る都道府県経由事務の廃止（国土交通省）



事
業

者
に
お
け
る
支

障
は
あ
る
か

1.
あ
る

2.
な
い

3.
分
か
ら
な
い

経
由

事
務

を
廃

止
し
た
場

合
の

影
響

に
つ
い
て

1.
特

に
支

障
は

な
い
。

2.
若

干
の

支
障

が
生

じ
る
が

、
廃
止

は
可
能
。

3.
支

障
が

生
じ
る
た
め
、
廃

止
し
て
ほ

し
く
な
い
。

速
や

か
な
情

報
把

握
へ

の
支

障
は
あ
る
か

1.
あ
る

2.
な
い

3.
分
か
ら
な
い

【
都
道
府
県
】
申
請
・
更
新
・
変
更
・
廃
業

に
係
る
手
続
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結

果
概
要

経
由

事
務

に
よ
る
負

担
は
あ
る
か

1.
あ
る

2.
な
い

3.
分
か
ら
な
い

負
担

な
し

（
10

自
治

体
、

23
％

）

・
現
在

の
経

由
事

務
を
負
担
と
考
え
て
い
る
都
道

府
県

は
77
％

。
主

な
理

由
は

、
事

務
作
業

の
負
担

等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

・
経
由

事
務

を
廃

止
し
た
場
合
、
都
道
府
県
に
お
い
て
支
障

が
な
い
と
考

え
て
い
る
都

道
府
県

は
91
％
。
廃
止
し
て
ほ
し
く
な
い
と
回
答
し

た
都

道
府
県

は
な
し
。

・
事
業

者
に
お
い
て
支
障

が
な
い
と
考
え
て
い
る
都

道
府

県
は

81
％
。
支

障
が
あ
る
と
回

答
し
た
主

な
理
由
は
、
持
参
方
法
に
よ
る
と
地

方
整

備
局

ま
で
向

か
う
負
担
が
あ
る
等
が
挙
げ
ら
れ

る
。

経
由
事
務
を
廃
止
し
た
場
合
の
影
響
に
つ
い
て

速
や
か
な
情
報
把
握
へ
の
支
障

経
由
事
務
を
廃
止

し
た
場
合
の
影
響
に
つ
い
て

事
業
者

に
お
け
る
支
障

経
由
事
務
を
廃
止

し
た
場
合
の
影
響
に
つ
い
て

都
道
府
県
に
お
け
る
支
障

経
由
事
務
に
よ
る
負
担
は
あ
る
か

【
負

担
が

あ
る
】

・
審

査
、
補

正
、
発
送
に
時
間
が
か

か
る

・
都

道
府

県
と
地

整
の
指
摘
事
項
の

違
い
に
よ
り
、
地
整
に
確
認
が
必
要

に
な
っ
て
い
る

・
年

度
替

わ
り
の
時
期
等
に
、
件
数

が
重

な
り
、
業

務
量
が
増
え
る

主
な
意
見

【
支

障
あ
る
が

、
廃

止
可

】

・
都

道
府

県
に
お
い
て
、
大

臣
免

許
業

者
の

閲
覧

を
行

う
場

合
、
地
整

か
ら
都

道
府

県
へ

の
書

類
の

引
き

渡
し
方

法
に
つ
い
て
整

理
が

必
要

に
な
る

・
閲

覧
を
継

続
す
る
場

合
、
地

整
か

ら
都

道
府

県
に
書

類
の

送
付

が
必

要
に
な
る

主
な
意
見

【
支

障
な
い
】

・
国

か
ら
の

情
報
提
供
が
あ
れ
ば

問
題

な
い

【
分

か
ら
な
い
】

・
大

臣
業

者
へ

の
苦
情
が
報
告
さ

れ
て
い
な
い
た
め
、
分
か

ら
な
い

が
、
地

整
か

ら
情
報
提
供
が
あ
れ

ば
問

題
な
い
と
考
え
る

主
な
意
見

【
支

障
あ
る
】

・
持

参
に
よ
る
提

出
だ
と
、
申

請
・
届

出
の

度
に
地

整
に
向

か
う
必

要
が

あ
り
、
事

業
者

の
負

担
に
な
る

【
分

か
ら
な
い
】

・
補

正
の

二
度

手
間

は
な
く
な
る

が
、
遠

方
に
持

参
す
る
負

担
が

か
か

る

主
な
意
見

支
障

あ
り

（
３
自

治
体

、
７
％
）

支
障

あ
る
が

、
廃

止
可

（
４
自

治
体

、
９
％

）

分
か

ら
な
い

（
３
自

治
体

、
７
％

）

分
か

ら
な
い

（
5自

治
体

、
12

％
）

負
担

あ
り

（
33

自
治

体
、

77
％

）

支
障

な
し

（
39

自
治

体
、

91
%

)

支
障

な
し

（
35

自
治

体
、

81
%

)
支

障
な
し

（
39

自
治

体
、

91
%

)

支
障
あ
り

（
１
自
治
体
、

2％
）

有
効

回
答

数
：
43

有
効

回
答

数
：
43

有
効

回
答

数
：
43

有
効

回
答

数
：
43

令
和

2年
9月

28
日

現
在

1

19
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